
亀案第１ ０８号

ひた ちな か市 子育 て支 援・ 多世代交 流施 設設 置八 び喩え条 叺鵯定につ

いて

ひた ちなか市子鵞て支援・ 多ダ代交流施を鼈置‾ｋび管を条例 をＳＩ」 紙の とお りＭｔ

する。

平成 ２９ 年　 ９１　 ４日　 提出

平成　　 年　　 １　　 日　 議決

ひた ちな か市 長　 本　 間　 Ｗ　基
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ひた ちなか市条例第　　号

ひた ちな か市 子育 て支 援・ 多世 代を嵐施 数数置八 びＷ Ｓ条例

（設 置）

第１ 条　 市民 が安 むし て子 育て をす るこ とが でき る環 境を 創出 し， 並び に市 民の自

発的 な学 習‾ｋび 活動 を支 援す ると とも に， 市民 の総 合的 な交 流ほ 動の 推ま を回 り，

もっ て人 が行 き交 い， ほわ いを 創ｍ する 拠点 とし て， 地方 自治 缶（ 司，χ口 ２２ 年法

律第 ６７ 倚） 第２ ４４ 条第 １項 の規 定に まづ き， 子育 て支 援・ 多せ 代交 流嵬鼈（八

下「 交流 施設 」と いう 。） を設 置す る。

（佑称‾ｋび位置）

第２ 条　 交流施鼈の佑称八 び位 置は ，次 の表 のと おり とす る。

名ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　 位置

ひた ちな か市子育てま 援・ 多夕：代 な。流施 鼈　　 ひた ちな か市 石Ｊ ＩＩ ぢ１ １唇 １夸

（機 能）

第３ 条　 交流施鼈は， 次に 掲げ る機ｔを 有す るも のと する。

（１ ）　 ＩＬ 幼児 とそ の４ 護者 が自 甄に 集い ，八 び交 流し ，並 びに 子育 てに 関し て　゛

必要 な援 助を 受け るこ とが でき る場 や機 会を を供 し， 市民 が子 ども を安 心ヽ

して ｔみ 育て る， こと がで きる 環境 を髱出す る殱覧

（２ ）　 市民 が生 をを 兔じ て学 び， 並び に鶚 じ関 むを 持つ 者回 士で 集い ，‾反び交

流するこ とが でき る場や機会をを供 し， 市民の自 ・的な学回活動を支援す

る機能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｋ

（３ ）　 青夕年が 自亟に集 い， 八び 自主 白り にほ勤し ，並びに青夕年のＳを育成を

推進する 回体が圭体的 に活動す るこ とが でき る場や機会を提供 し， 青夕年

のＷ兔育成を 促ま する 機お

（４ ）　 様が な関 むや 目的 を持つ市民が集い，交流し，八び活動す るこ とが でき

る樶 や機 会を 提供 し， 市民 の新 たな 交流 き勤 や総 合的 な交 流活 動を 推進す

る機能

（休 館日）

第４ 条　 交流施設の休館日 は， 次の とお りと する。

（１ ）　 第１　ＪＩ 曜日 及び第３ 天ｌ 曜日 （こ れら の日 が国Ｒの祝日 に関する 法律 （昭

和２ ３年 法律 第１ ７８ 号） に規 定す る休 日に 售た ると きは ，こ れら の日の

翌日）

（２ ）　 １　２Ｊ１　２　９日 から 翌年 の１ ｊｌ ３日 まで の日
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叫

２ 前項 の規定に かか わら ず， 市長 は， 特に 必き があ ると 認め ると きは ，臨時に交

流施設め 休館 日を 定め ，又 は同 項に 規定 する 休館 日に 交流 施ａ を開 館す るこ とが

でき る。

（開 館時 間）

第５ 条　 交流施ａ の開 館時 間は ，午 前９ 時か ら午 後９ 時３ ０分 まで とす る。 ただ し，
メ

市長 は， 特に 必要 があ ると 認め ると きは ，こ れを 変更する こと がで きる。

（有 料施 設等 の使 用）

第６ 条　 交流施鼈の施戮の うち Ｓｌｊ表 第１ に掲 げる もの （ぶ 下「 有料施ａ 」と ・い う。）

を使用す るこ とが でき るも のは，次 に掲 げる もの とす る。
Ｓ

（１ ）　 第３ 条各 そに 掲げ る機能のを揮 に資する ｇ動 を行 う回 体で あっ て， 次に

掲げ る要 件の 全て を満 たす もの

ア　 団体 の構 成員 が３ 人ａ 上で ある こと。
气

イ　 団体の構成Ｍ の手数な 上の 者が ，次 のい ずれかに該戀，す る者 であ るこ

と。

（ア ）　 市内 に住所を 有す る者

（イ ）　 市内 にｔ勤し ，又 は瓏学す る者

（２ ）　 その 他ぬ 益上 必要 があ ると 市長 が認 める もの

２　 前項 に規 定す る有 料施 ａを 使ＪＩす るこ とが でき るも の（ り， 下「 使万ｌ団 体」 とい

う。 ）は ，交 流施 ａの 施設 のう ちこ らぼ スペ ース につ いて ，日 時を 特定 し， 専ＪＩで

使用 する こと がで きる。

（使用許 ｉｉＴ）

第７ 条　 有料施戮。の 使万１又 はこ らぼ スペ ース の専 ルｊ 使Ｊｌｊ （前 条第 ２癢に規 完。する使

用を いう 。ａ 下回 じ。 ）を しよ うと する 使用 団体 の代 表者 は， 規則 で定 める ところ

によ り， あら かじ め， 市長 の許 ｉｉＴを 受け なけ れば なら ない。

２　 市長 は， 前項 のお＝７ｉＴ （ぷ 下「 使」１１　麝　ＪＩ　」と いう 。） に， 交流施ａ の管 ＪＩ 上必 Ｗな

条件 を付 する こと がで きる。

（使用許 ‾鼡の制 限）

第８ 条　 が長 は， 使ＨＩ許 ‾吭 の申 請に ｇる 有料施ａ の使 ＪＩ 又は こら ぼス ペー スの 専万ｌ

使ＩＩＩ が次 の各 号の いずれか に該 をす る場 合に は， 使ｍ 許ｉｌを しな いも のと する。

（１ ）　 むの 秩序又は 善Ｍ のＸ俗を 害す るお それがあ ると 認め ると き。

（２ ）　 交流施ａ の施設又 はａ備若 しく は備 品（ な下 「施 ａ等 。」 とい う。 ）を 損傷

し， 又は滅失する おそ れが ある と認 める とき。

（３ ）　 専ら 営利 を目 的と する おそ れが ある と認 める とき。

（４ ）　 その 他夕流まａの 管ｊｌ上 支障 があ ると 認め ると き。

（変 ‾ｔの許 可）

第９ 条　 使ＪＩお＝ｊｌを 受け た者 （ぶ 下「 使丿目者 」と いう 。） は， 使万ＪＷ ＪＩ を受 けた 事叛
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を変 更し よう とす ると きは ，規則で 定め ると ころ によ り， あら かじ め， 市長 の許
‾覡を受 けな けれ４ざ なら ない。

２　 前項 の場 合に おい ては ，第 ７条 第２ 項八 び前 条の 規定 を準 万］ する。

（目 的外使ＪＩミｊ等 の禁止）

第１ ０条　使用 者は，使用許 ‾吭を受 けた 目的 以外 の目 的に施ｔ等を 使用 し， 又はそ
の権利を豫散。し ，若 しく は転貸し ては なら ない。

（特別の設備等の制限）

第１　１条　施設等を 使Ｊ１１ する 者は ，そ の使 Ｊ１１に 肖た って ９　５３１１　の鼈嘔，を。設け ，又 は交
流施ａの 設備 を変 Ｔ§ｌｉ しよ うと する とき は， 規則 で定 める とこ ろに より ，あ らかじ
め， 市長 の許 ｉｉｌを 受け なけ れば なら ない。

２　 前項 のｌｌ合 にお いて は， 第７ 条第 ２項 攷び 第８ 条の 規定 を準 ＪＩ］す る。

（使 用許可の取消 し等）

第１ ２条　市長 は， 使用 者又 は加ｉＲ 等を 使Ｗ１す る者 が次 の各 その いずれか に該 肖す
る場 合に は， 使用 許ｊｌを 取り 消し ，若 しく はそ の内 容を 変更 し， 又は施ａ等の使
用を 制限 し， 若し くは 中止 させ るこ とが でき る。

（１ ）　 この 条例 又は この 条例 に基づく 規則 の規定に違反 した とき。
（２ ）　 第７ 条第 ２項 の規 定に より ｔ用 許ｉｉＴ に付 され た条 件に 違反 した とき。
（３’）　 范該使万１が 第８ 条各 号の いずれか に該 当す ると 認め られ ると き。
（４ ）　 偽り その他万ヽ‾ｉＥ の手ａに より 使用 許・］＾ を受 けた とき 。　　　　　　　　　゛
（５ ）　 その 他市 長が 必要 と認 める とき。

２　 前項 に規 定す る措 置に よ・ つて 生じ た損 害に つい ては ，市 は， その 賠償 の責 任を

負わ ないｏ

（使 １１ 料）

第１ ３条　使Ｊｔｊ 者は ，有料施籏の 使用 に肖 たっ ては ，ｊ３１」表 第１ に定 める 額の ４ぎ｀ｔｍ料
Ｊ■

を納付し なければなら ない。

２　 前項 の規定に かか わら ず， 使Ｊｌｊ 団体 に属 する 者で あっ て有料施散を 使ＪＩす るも
ヽ

のの 兔て が， 学校 教育 法（ Ｈｇ 加２ ２年 ｉ宍 律第 ２６ や） 第１ 条に ＪＪ１定 する 高等 学校

又は 大学 にお いて 修業 して いる 者そ の他 の規則で 定め る者 であ る場 合に おい ては，

使Ｊ１１ 料の 額は ，ＳＩ」 表第 ２に 定め ると おり とす る。

３　 有料施設以外 の施設等 の使用は ，無料と する。

４　 第１ 項八 び第 ２項 に規 ｔす る使 丿午Ｈ料 （次 条Ｔ攷び 第１ ５条 にお いて 「使 」：Ｉミ」料 」と
いう 。） は， 使ｍ ｙＦ　‾石ｌ　を受 けた 際に 納付 しな けれ ばな らな い。 ただ し， 市長 が認め

る場合は，こ の限 りで ない。

（使 ＪＩ 料の 減免）

第１ ４条　市長 は， ぬ用 又は ぬｊｓの 用の ため 有料 施Ｒ が使 ＪＩＩさ れる 場合 その 他め規
ｍ・でｔ める ４合 には ，規則で 定め ると ころ によ り， 使Ｒｊ料 を減額し ，又 は免 除す
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４

るこ とが でき る。

（使 用料のｋＳ）

第１ ５条　 ｔに 納付 した 使Ｊ４］ 料は ，返 ａし ない 。た だし ，市 をは ，使 社｜ 回体 が災害

その 他の その 責め に帰する こと がで きな い事 Ｆｈ によ り有料施ａを 使Ｊ１１ する ことが

でき なかった とき その他の規則 で定める 場合には，規則で定め ると ころ によ り，

その全部又は一部 をｊｉＳする もめ とす る。

（入 ４の 制ほ）

第１ ６条　 市長 は， 次に 掲げ る者 に対 して は， 交流 施設 への 入場 を拒 み， 又は 交流

施設 から のｉ』！ 場を 命ず るこ とが でき る。

（１ ）　 ぬの 秩序 又は 善良 の風俗を 害す るお それ があ ると 認め られ る者

（２ ）　 施設 等を 損傷 し， 又は滅失する おそ れが ある と認 めら れる者

（３ ）　 その 他交 流施 鼈の 管ＪＩ上 支障 があ ると 認め られ る者
气
（原 状回 復の 義務）

第１ ７条　施ａ等を 使ＪＩ］ する 者は ，肖 該使 ＪＩ］が 終了 した とき ，又 は第 １２ 条第 １項

に規 定す る措 置の いず れか がと られ たと きは ，直 ちに ，そ の使 用し た施 設等 を原

状に 回復 しな けれ ばな らな い。　ただ し， 市長 が認 める 場合 は， この ｜｜ りで ない。

（損 害賠 償の 義務）

第１ ８条　嵬鼈等を損傷 し， 又は滅失 した者は，そ の損害を賠償 しな ければな らな

い。 ただ し， 市長 は， やむ を得ない 塔１ ぽ｜ があ ると 認め ると きは ，鳬該賠償額 を減

額し　 又は 免除 する こと がで きる。

（委 任）

第１ ９条　 この 条例 に定 める もの のほ か， 交流施ａ の使 ＪＩ その 他こ の条例の施行に

関し め要 な事 項は ，規 則で 定め る。

付　則

（施 行期 日）

１　 この 条例 は， 平成 ２９ 年１ ０Ｊｌ１ 日か ら施 行す るｏ

（ひ たち なか市生Ｒ学 習セ ンタ 一鼈置八 びＷ Ｊ１ 条叺‾ｋ．び ひた ちな か市青タ 年セン

タ一鼈置八び管ＪＩ条例の廃止）
之

２　 次に 掲げ る条 例は ，廃止す る。

（１ ）　 ひた ちな か市生Ｒ学習セン ター設置‾ｋひ管瑕１ 条例 （平成２ ６年条例第１

４号）

（２ ）　 ひた ちな か市青生年セ ンタ ー設 置‾瓦び管１１条 例（ 平成 ２６ 年条 タｉｌ第 １６
ｉ

号）
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別表第Ｊ （第 ６条，第 １３ 条関係）

有料施ａ 使ルｌ料

使加 時翫 区分 午前 ９時 から 午後 １時 から 午後 ３時 ３０

午後 零１４ま で　 午Ｓ ３日参ま で　 おか ら午 き５

使用施設区分

１０ １研修室

１０ ２研修室

１０ ３研修室

１０ ４研修室

１０ ５碩Ｆ修室

２０ １ス タジオ

２０ ２ス タジオ

２０ ３ス タジオ

３０ １キ ッチン

スタ ジオ

３０ ２交流ま

３０ ３研修ま

３０ ４研修室

３０ ５講師控室

陶む室

備考

１

１

１

１
　
１

１

Ｆ９

８　１　０

３００

１　１　０

３００

４　５０

９　５０

６９０

４２０

２９０

６８０

４１０

７１０

３００

５７０

１

１

１

Ｆ９

５４０

２００

７４０

２　００

３００

３　００

４　６　０

２　８　０

８　６　０

１２０

９４０

１４０

２００

５２０

時３ ０分 まで

Ｆ９

５４０

２００

７４０

２００

３００

１， ３００

４６０

２８０

８６０

１

１

１２０

９４０

１４０

２００

５２０

午後６

午後９

分まで

１

２

１

１
　
１

１

１

時から

時３０

Ｆ］

９４０

３　５０

２　９０

３　５０

５　２０

２　７０

８　００

４　９０

５　１　０

９６０

６４０
！ｆ

９９０

３５０

１５０

１　 有料 施な を使 ル］ した 時間 が使 Ｊ８ 時間 区分 の時 間に 満た ない 場合 であ ４て伝

も寡雁Ｒ戮虱 区黛の覬間を 満た した 使ＪＩを した もの とみ なす。

２　 使ＪＩ］ する 有料施設 が２ か所 な上 の場合又 は使 只｜ 時間 区分 がり ｜き 続き ２ぷ上

にわ たる 場合 にお ける 使ＪＩ料 の額 は， それ ぞれ の使 篦施 ａ【Ｘ分 又は 使ｆ目時間

区分 によ る使 用料 の額 を合 計し た額 とす る。

３　 使用者の都合 によ り使 ＪＩ 許‾ｉｉ］｀ に係 る使 ＪＩモ１ 時間 Ｉ‾刄：分の時間 を延長し て有料施

設を 使ＪＩ］ した とき は， 次の （１ ）か ら（ ３） まで に掲 げる 場合 に応 じ， それ

ぞれ （１ ）か ら（ ３） まで に定 める 額［その額に １０ ＰＩ 未満の端数が生じた

とき は， これ を９。］ り捨 てた 額） の使 ＪＥＩ料 を追徴す る。

（１ ）　 使Ｍｌｉ午丿丁に ９ｉ る使 篦戮鶚区分が 午前 ９時 から 午後 零時まで の４合に

おい て， 午後 零時 から 午後 １時 まで の間 で有 料施 鼈を 使丿目す る毀間を

延長 した とき　 肖該使用 時間 ＩＸ 分の 使Ｊｌｊ 料の １時 間苞 たり の額

（２ ）　 使ＪＩ］ お二 ｉｉｌに 係る 使Ｊ１１ 時間 【Ｘ 分が 午後 １時 から 午後 ３時 まで の場合に
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隋

４

おい て， 午後 ３時 から 午後 ３時 ３０ 分ま での 間で 有料施ａ を使 ＪＩ する

時獸 をぼ 長し たと き　 肖該使用 時間 ｜ヌ：分 の使 用料 の３ ０分 鳬た りの

額

（３ ）　 使ＪＩＨ 許ｉｉｌ に係 る使 Ｊ１１時 回【Ｘ分が午後３ 時３ ０分から 午後 ５時 ３０分

まで の４合に おい て， 午後 ５時 ３０ 分か ら午後６ 時ま での 戛で 有料施

ａを 使ＭＩす る時 間を 延長 した とき　 肖該 使万］時 囑区分の 使Ｊ１１ 料の３

０分 售た りの額

有料施ａ を使 夕目 する 時間 には，準備攷。び万状回復の時間そ の他の鳬該使肖１

に必 Ｓな 一切 の時 間を 含む もの とす る。

５　 この 表に おい て「 陶な 室」 とは ，ひ たち なか市大字津 Ｆ日 ２｀７３ ２唇＝ｔ に所

在す るも のを いう。

Ｓり 表第 ２（ 第１ ３条 関Ｗ）
ミ

有料施設使用料

使Ｊｌ１ 時間 Ｋ分 午前 ９時 から 午後 １時 から 午後 ３時 ３０

午後零時 まで　 午後 ３時 まで　 分か ら午 後５

使Ｊ１１ 施設 【Ｘ 分　　　　　　　　　　　　　　　　　　時３ ０分 まで

１　０　１Ｍ 修室　　　　　　　　　 ＦＩ　　　　　　　 ＦＩＩ　　　　　　　 ＰモＪ

１０ ２研修室

１０ ３研修室

１０ ４研修室

１０ ５研修室

２０ １ス タジオ

２０ ２ス タジオ

２０ ３ス タジオ

３０ １キ ッチン

スタ ジオ

３０ ２交流ま

３０ ３研修室

３０ ４研修室

３０ ５講 師控室

陶ｔを

４００

１５０

５５０

１５０

２２０

９７０

３４０

２１０

６４０

８４０

７００

８５０

１５０

２８０

備考　 別表 第１ の備 考と 同じ。

２７０

１００

３７０

１００

１５０

６５０

２３０

１４０

４３０

５６０

４７０

５７０

１００

２６０

２７０

１００

３７０

ＴＬ ００

１５０

６５０

２３０

１４０

４３０

５６０

４７０

５７０

１００

２６０

午後６

午後９

分まで

１

時から

時３０

Ｆｌｊ

４　７０

１　７０

６４０

１　７　０

２６　０

１　３０

４０　０

２４０

７　５　０

９８０

８２０

９９０

１７０

５７０

－７－


